
ゆうまつどこころの相談事業 仕様書 

 

１ 相談名  

（１）女性のこころの相談 

（２）男性のこころの相談 

 

２ 目的 

松戸市において、男女の人権が尊重され尊厳を持って個人が生きることの出来る

社会の実現をするために、女性と男性の悩みや不安を取り除くことにより、市民が

自立に向かうことを目的として実施する。 

     

３ 履行場所 

松戸市本町 14番地の 10 松戸市女性センター内 

 

４ 委託期間 

平成 29年４月１日から平成 30年３月 31日まで 

 

５ 業務内容 

（１） 女性のこころの相談 

・相談者（市内在住・在勤・在学）が抱える様々な問題や悩み等に関して、カ 

ウンセリング方式により、抱えている不安の解消を図るとともに、他の専門機関 

等を紹介することなどにより、解決へ導く。 

・相談は、面接相談、及び、電話相談とする。 

・一回あたりの相談時間は、おおむね５０分以内とする。 

 

（２）男性のこころの相談 

・相談者（市内在住・在勤・在学）が抱える様々な問題や悩み等に関して、カウ 

ンセリング方式により、抱えている不安の解消を図るとともに、他の専門機関等 

を紹介することなどにより、解決へ導く。 

・相談は、電話相談とする。 

・一回あたりの相談時間は、おおむね３０分以内とする。 

 

６ 相談員の配置及び資格 

相談員の配置は１名とし、資格要件は次のとおりとする。 

・臨床心理士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタントまたは、相談業務に

関する専門機関の認定資格を有すること。 

・男女共同参画社会の実現に対し認識及び理解があること。 

 

７ 相談時間及び回数 



  （１）女性のこころの相談   

・昼間相談  午前１０時から午後 ４時  １名  ７０回/年 

・夜間相談  午後 ２時から午後 ８時  １名  ２４回/年 

※委託日については、委託者と受託者が協議のうえ、年間委託回数を原則に第

1～第 4月曜日及び木曜日に割り振るものとする。（ただし、年末年始及び松戸

市女性センターゆうまつどの休館日を除く） 

（２）男性のこころの相談 

 ・月２回金曜日  午後 ５時～午後 ８時  １名  ２４回/年 

 

８ 相談内容 

（１）生き方に関すること 

（２）家族の問題に関すること 

（３）夫婦・男女間の問題に関すること 

（４）その他日常生活でこころの悩みに関すること 

 

９ 報告 

松戸市の定める書面により報告する。 

・相談記録票に相談の内容を記録し、業務終了後速やかに提出する。 

・月毎に相談記録の統計処理を行い、業務報告書を翌月 5日までに提出する。 

・年度末に実績報告書を提出する。 

 

10 相談の申込み 

（１）女性のこころの相談は事前申込み（予約）制とし、男女共同参画課職員が行う。 

 ・申込みは、月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００とする。 

  ・相談員が配置されている時は、相談員が行う。 

（２）男性のこころの相談は、事前申込み（予約）無しとする。 

  

11 支払条件 

（１）相談実施日数による毎月の実績払いとする。 

（２）毎月月締めとし、実績に基づく適法な請求書の提出があった日から 30 日以内

に支払う。 

 

12 その他 

（１）相談の趣旨を十分認識し、問題の解決に努める。 

（２）相談内容がＤＶ被害者対応等の緊急を要する場合、または、専門的分野に及ぶ

と判断される場合は、市担当者に報告すると共に、市関係機関等の各種専門相談等

と連携をとり、適切な対応をする。 

（３）緊急的に対応が必要な場合には、早急に市の担当者に報告し、対応を図る。 

（４）相談に関する制度や、市の制度、担当部署等についての研修の機会を持つ。 



（５）相談の概要及び、相談内容について報告書に記載すると共に、月１回以上の職

員との情報共有のための打合せを実施する。 

（６）相談場所は松戸市女性センター内の部屋を使用する。 

（７）相談業務に必要な、備品及び消耗品は市が支弁する。 

（８）電話相談の電話機は、市が用意し、通信費は、市が支弁する。 

（９）職務上知り得た秘密を他に洩らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。 

（10）この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、委託者と受 

託者が協議のうえ決定する。 

 


